　　　ComiComiシロノヒガシ　規約
【名称】
第１条　本会は、「ComiComiシロノヒガシ」(以下「本会」という)と称す。

【所在地】
第２条　本会の所在地を次の住所におく。
　　　　大阪府大阪市城東区森ノ宮２－６－1444

【目的】
第３条　本会は、子どもやユースと子育て世代が「食」がある場を通じて一人一人が大切な存在であることを実感できる機会をつくり、それにより自己肯定感を高め自己表現ができ、また利他的行為が自身の幸福感となることに気付ける人との関係を育む、まなびとあそびと文化のある地域の居場所を提供する。

【事業】
第４条　本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
　　　　(１)こども食堂の開催
　　　　(２)子どもの居場所の開設・運営
　　　　(３)その他、目的の達成に必要な活動

【会員】
第５条　本会の会員は、次の２種類とする。
　　　　(１)正会員は、本会の目的に賛同し入会した者とする。
　　　　(２)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会した者とする。

【入会】
第６条　会員の入会については特に条件を定めない。
会員として入会しようとする者は、入会申込書により代表に申し込むものとする。

【会費】
第７条　会員は以下に定める会費を納入しなければならない。
　　　　(１)正会員　入会金　０円　/　年会費　０円
　　　　(２)賛助会員　入会金　０円　/　年会費　１口１０００円(２口以上)
　　　　
【退会】
第８条　会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
　　　　２会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
　　　　(１)本人が死亡したとき。
　　　　(２)会費を３年以上滞納したとき。

【役員】
第９条　本会に次の役員を置く。
　　　　共同代表　２名
　　　　監事　１名

【選任】
第１０条　役員は総会において、会員の中から選任する。

【職務】
第１１条　共同代表は、本会を代表し、会務を統括する。
　　　　　２共同代表は、互いに補佐し、どちらかに事故があるとき又は一人が欠けた時は、その職務を代行する。
　　　　　３監事は、会の活動及び会計を監査する。

【総会】
第１２条　本会の総会は、正会員をもって構成し、年に１回開催するものとする。ただし必要があるときは臨時に開催できるものとする。
　　　　　２総会は、以下の事項について議決する。
　　　　　(１)規約の変更
　　　　　(２)解散
　　　　　(３)事業の変更
(４)事業報告及び収支予算
　　　　　(５)役員の選任又は解任
　　　　　(６)その他の会の運営に関する重要事項
　　　　　３総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

【事業年度】
第１３条　本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。

附則
１この規約は、令和５年４月１日から施行する。
２この規約は、代表の転居に伴う交代により開かれた令和７年3月2日の臨時総会に
よって承認され、同年4月３日から施行する。

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府大阪市城東区森之宮２－６－１４４４
　　　　　　　　　　　　　　　　ComiComiシロノヒガシ　共同代表　焼谷　大輔
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